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こ
れ
ま
で
令
和
三
年
一
月
二
十
七
日
に
提
出
し
た
「
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
及
び
二
月
二

十
二
日
に
提
出
し
た
再
質
問
主
意
書
を
通
じ
、
近
年
の
沖
縄
振
興
予
算
に
関
し
、
県
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
沖
縄
振
興
策
で
あ

る
沖
縄
振
興
一
括
交
付
金
が
年
々
減
額
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
県
を
通
さ
ず
に
国
か
ら
市
町
村
に
直
接
配
分
さ
れ
る
沖
縄
振
興

特
定
事
業
推
進
費
が
令
和
元
年
度
の
創
設
以
降
、
約
三
倍
と
飛
躍
的
に
増
額
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊

重
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
日
本
国
憲
法
第
九
十
二
条
に

定
め
る
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
も
歪
め
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
の
観
点
か
ら
質
問
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

つ
い
て
は
、
令
和
三
年
三
月
五
日
に
受
領
し
た
内
閣
衆
質
二
〇
四
第
五
二
号
「
衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
沖
縄
振
興
特

定
事
業
推
進
費
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
以
下
「
本
件
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
、
改
め
て
、
以
下

の
事
項
に
つ
い
て
答
え
ら
れ
た
い
。 

一 

本
件
答
弁
書
「
一
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
は
「
継
続
事
業
に
要
す
る
経
費
を
含

め
て
予
算
を
計
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
を
複
数
年
度
に
わ
た
り
安
定
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
」
と
し
て
い

る
が
、
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
を
根
拠
規
定
と
す
る
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
に
お
い
て
も
、
同
様
に
、
継
続
事
業
に
要



 

２ 

 

す
る
経
費
を
含
め
て
予
算
を
計
上
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
交
付
金
で
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政

府
の
答
弁
は
明
確
な
回
答
と
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
「
事
業
を
複
数
年
度
に
わ
た
り
安
定
的
に
実
施
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
」
た
め
に
、
沖
縄
振
興
特
別
推
進
交
付
金
で
は
な
い
、
新
た
な
別
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
も

の
と
考
え
る
が
、
改
め
て
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

本
件
答
弁
書
「
二
及
び
四
の
後
段
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
つ
い
て
、
「
内
閣
府
が
沖
縄

県
内
の
市
町
村
等
と
直
接
、
速
や
か
な
調
整
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
、
市
町
村
等
の
意
向
を
踏
ま
え
政
策
課
題
に
迅
速
か
つ

柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
の
事
業
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
内
閣
府
が
直
接
、
市
町
村
等
と
調

整
し
た
こ
と
に
よ
り
政
策
課
題
に
迅
速
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
た
と
政
府
が
認
め
る
事
例
に
つ
い
て
、
県
を
通
じ
た
場
合
よ
り

も
ど
の
程
度
迅
速
に
対
応
で
き
た
の
か
、
迅
速
化
で
き
た
具
体
的
な
期
間
も
含
め
て
示
さ
れ
た
い
。 

三 

本
件
答
弁
書
「
三
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
新
規
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
「
令

和
元
年
度
に
お
け
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
執
行
実
績
等
を
勘
案
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
要
額
を
積
算
し
た
」
と
し
て

い
る
が
、
令
和
三
年
二
月
五
日
に
受
領
し
た
内
閣
衆
質
二
〇
四
第
一
七
号
「
衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
沖
縄
振
興
特
定

事
業
推
進
費
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
に
よ
れ
ば
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
執
行
額
は
約
四
億
円
、
執
行
率
は



 

３ 

 

約
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
執
行
実
績
を
勘
案
す
れ
ば
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
予
算
額
を
増
額
す

る
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
考
え
る
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

本
件
答
弁
書
「
四
の
前
段
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
補
助
金
の
令
和
三
年
三
月
一
日
ま
で
の
累
計
の
交
付
決
定
額

に
つ
い
て
、
「
那
覇
市
、
宜
野
湾
市
、
沖
縄
市
、
う
る
ま
市
及
び
八
重
瀬
町
に
対
す
る
交
付
決
定
額
の
合
計
額
が
占
め
る
割

合
は
約
九
十
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
沖
縄
市
に
対
す
る
交
付
決
定
額
が
占
め
る
割
合
は
約
五
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
県
内
の
地
方
公
共
団
体
間
に
お
い
て
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
額
の
割
合
に
大
き

な
格
差
が
生
じ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
「
沖
縄
の
自
主
性
を
尊
重
」
す
る
と
の
観
点
を
踏
ま
え
た
上
で
の
政
府
の
見
解
を

示
さ
れ
た
い
。 

五 

本
件
答
弁
書
「
五
及
び
六
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
「
令
和
元
年
度
に
お
け
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
繰
越
し
に

つ
い
て
は
、
自
然
災
害
の
影
響
に
よ
る
事
業
の
進
捗
の
遅
れ
を
主
な
要
因
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考

え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
繰
越
し
に
つ
い
て
、
①
繰
越

し
の
原
因
と
な
っ
た
事
業
、
②
事
業
ご
と
の
繰
越
額
及
び
繰
越
が
発
生
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
た
い
。
な

お
、
「
自
然
災
害
の
影
響
」
で
は
理
由
に
つ
い
て
判
然
し
難
い
こ
と
か
ら
、
具
体
的
な
事
業
の
遅
延
状
況
を
明
確
に
示
さ
れ
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た
い
。 

六 
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
沖
縄
市
の
沖
縄
ア
リ
ー
ナ
整
備
事
業
に
関
し
、
同
事
業
に
よ
り

整
備
さ
れ
る
「
沖
縄
ア
リ
ー
ナ
」
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
市
の
み
な
ら
ず
沖
縄
県
全
体
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
資
す
る
も
の
と
期

待
し
て
い
る
が
、
そ
の
公
共
性
、
特
に
、
地
域
住
民
の
施
設
利
用
に
よ
る
生
活
環
境
や
利
便
性
の
向
上
に
つ
い
て
、
政
府
と

し
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。 

 
 

ま
た
、
沖
縄
ア
リ
ー
ナ
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
①
総
事
業
費
、
②
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
の
交
付
決
定
額
及
び
①
に

占
め
る
割
合
、
③
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
を
除
く
補
助
金
等
の
交
付
決
定
額
及
び
①
に
占
め
る
割
合
、
④
③
の
補
助
金

等
別
内
訳
、
⑤
政
府
が
把
握
し
て
い
る
沖
縄
県
内
企
業
の
受
注
額
及
び
県
外
企
業
の
受
注
額
を
示
さ
れ
た
い
。
な
お
、
⑤
の

沖
縄
県
内
企
業
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
内
に
本
店
ま
た
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
企
業
と
し
て
示
さ
れ
た
い
。 

七 

本
件
答
弁
書
の
「
七
に
つ
い
て
」
で
は
、
臨
機
応
変
な
財
源
捻
出
が
困
難
で
あ
っ
た
事
例
と
し
て
、
我
が
国
に
よ
る
「
奄

美
大
島
、
徳
之
島
、
沖
縄
島
北
部
及
び
西
表
島
」
の
世
界
遺
産
一
覧
表
へ
の
記
載
の
推
薦
の
取
下
げ
に
関
し
、
要
請
さ
れ
た

生
物
多
様
性
の
保
全
等
の
対
応
を
迅
速
に
行
う
必
要
が
生
じ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
例
に
お
い
て
、
①
沖
縄
振

興
特
定
事
業
推
進
費
か
ら
の
支
出
は
あ
る
の
か
、
②
①
で
支
出
し
て
い
た
場
合
は
そ
の
金
額
及
び
国
の
事
業
に
対
し
て
沖
縄
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振
興
予
算
か
ら
支
出
し
た
理
由
、
③
①
で
支
出
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
、
④
①
で
支

出
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
沖
縄
振
興
特
定
事
業
推
進
費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
、
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
見
解
等
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


